
新旧対照表 

新（改正案） 旧（現行） 
○建設業退職金共済制度取扱要領 

 

１ 契約担当者は、工事請負契約を締結した場合においては、請負金額にか

かわらず建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）の発注者

用掛金収納書（証紙貼付方式は別紙１の収納書を別紙２の建設業退職金共

済制度証紙購入確認書に貼付、電子申請方式は別紙３のみ。以下「収納書」

という。）を当該工事を受注した建設業者（以下「受注者」という。）か

ら提出させるものとする。 

 

２ 前項の収納書は、工事請負契約締結後証紙貼付方式においては１か月以

内、電子申請方式においては４０日以内に提出させるものとする。ただし、

電子申請方式において、退職金ポイント購入が口座振替による場合であっ

て、発注機関に対して勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）の

電子申請専用サイトで発行される「掛金口座振替申込受付書」（別紙４）

が提出される場合、又は 工事請負契約締結当初は工場製作の段階である

ため建退共制度の対象労働者を雇用しない 等の理由により、期限内に当

該工事に係る収納書を提出できない事情があると認められる場合におい

て、あらかじめ発注機関に申し出たときは、この限りではない。 

 

３ 契約担当者は、前項ただし書の場合においては、受注者からその理由及

び共済証紙又は退職金ポイント（以下「共済証紙等」という。）の購入予

定時期を書面により申出させるものとする。 

 

４ 契約担当者は、受注者から第２項ただし書の申出があった場合、請負契

約額の増額変更があった場合等において、受注者が共済証紙等を追加購入

したときは、当該共済証紙等に係る収納書を工事完成時までに提出させる

ものとする。 

  なお、受注者から第２項ただし書の申出があった場合、請負契約額の増

額変更があった場合等において、受注者が共済証紙等を追加購入しなかっ

たときは、その理由を書面により申出させるものとする。 
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１ 契約担当者は、工事請負契約を締結した場合においては、請負金額にか

かわらず建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）の発注者

用掛金収納書（別紙１。以下「収納書」という。）を当該工事を受注した

建設業者（以下「受注者」という。）から提出させるものとする。 

 

 

 

２ 前項の収納書の提出期限は、工事請負契約締結後１か月以内とする。た

だし、「工事請負契約締結当初は、工場製作の段階であるため建退共制度

の対象労働者を雇用しない」等の理由により、期限内に当該工事に係る収

納書を提出できない事情があると認められる場合において、受注者があら

かじめ発注機関にその旨を申し出たときは、この限りではない。 

 

 

 

 

 

３ 契約担当者は、前項ただし書の場合においては、受注者からその理由及

び共済証紙 の購入予定時期を書面により提出させるものとする。 

 

 

４ 契約担当者は、受注者から第２ ただし書の申出があった場合、請負契

約額の増額変更があった場合等において、受注者が共済証紙 を追加購入

したときは、当該共済証紙 に係る収納書を工事完成時までに提出させる

ものとする。 

  なお、受注者から第２ ただし書の申出があった場合、請負契約額の増

額変更があった場合等において、受注者が共済証紙 を追加購入しなかっ

たときは、その理由を書面により申出させるものとする。 
 



新（改正案） 旧（現行） 
５ 契約担当者は、工事完成届とともに建退共証紙貼付実績書（別紙５）を

受注者から提出させるものとする。 

  なお、共済証紙等の貼付等率が著しく低いときは、その理由を書面によ

り申出させるものとする。 

 

６ 契約担当者は、共済証紙等の購入状況を把握するために必要があると認

められるときは、受注者又は機構の建退共都道府県支部に対し、共済証紙

等の受払簿その他関係資料の提出を求めるものとする。 

 

７ 契約担当者は、共済証紙等の購入について、受注者が建設現場ごとの建

退共制度の対象労働者数及びその就労予定日数を的確に把握し、必要な枚

数又はポイントを購入すれば十分であることに留意するものとする。 

  なお、その的確な把握が困難である場合において、機構が定めた「掛金

納付の考え方について（別紙６）」を受注者が参考とする際には 「労働

者延べ就労予定日数」の７割が建退共制度の対象労働者であると想定して

算出された値が示されていることを踏まえ、当該値に「対象工事における

労働者の建退共制度加入率÷７０％」を乗じた値を参考とすべきであるこ

とに留意するとともに、受注者に対し 「対象工事における労働者の建退

共制度加入率」を把握するよう求めるものとする。 

 

 

８ 契約担当者は、工事を発注するための現場説明書    又は入札等の

機会において、受注者が建退共制度に加入することを勧奨するとともに、

第１項から第６項までに掲げる事項のほか、以下の事項を説明事項として

取り扱うものとする。 

 ⑴ 受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙等を

購入し、証紙貼付方式においては当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼

付、電子申請方式においては、機構に対し、電子申請専用サイトを通じ

て、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。 

 ⑵ 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣

旨を説明するとともに、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に

係る共済証紙等を併せて購入して証紙貼付方式においては現物により交

付し、電子申請方式においては退職金ポイントの充当を一括して申請す 

５ 契約担当者は、工事完成届とともに建退共証紙貼付実績書（別紙１－２）

を受注者から提出させるものとする。 

  なお、共済証紙 の貼付等率が著しく低いときは、その理由を書面によ

り申出させるものとする。 

 

６ 契約担当者は、共済証紙 の購入状況を把握するために必要があると認

められるときは、受注者又は勤労者退職金共済機構の建退共都道府県支部

に対し、共済証紙 の受払簿その他関係資料の提出を求めるものとする。 

 

７ 契約担当者は、共済証紙 の購入について、受注者が建設現場ごとの建

退共制度の対象労働者数及びその就労予定日数を的確に把握し、必要な枚

数 

  を購入すれば十分であることに留意するものとする。 

  なお、その的確な把握が困難である場合において、勤労者退職金共済機

構が定めた「共済証紙購入の考え方について（別紙２）」を受注者が参考

にする際には、「労働者延べ就労予定 数」の７割が建退共制度の対象労

働者であると想定して算出された値が示されていることを踏まえ、当該値

×対象工事における労働者の建退共制度加入率÷７０％の値を参考とすべ

きであることに留意するとともに、受注者に対し、「対象工事における労

働者の建退共制度加入率」を把握するよう求めるものとする。 

 

８ 契約担当者は、工事を発注するための現場説明書提示の際又は入札等の

機会において、受注者が建退共制度に加入することを勧奨するとともに、

第１ から第６ までに掲げる事項のほか、以下の事項を説明事項として

周知を図るものとする。 

 ⑴ 受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙 を

購入し、 当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付 すること。 

 ⑵ 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に 建退共制度の趣旨を

説明するとともに、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る

共済証紙 を併せて購入して 現物により交付し、 又は建退共制度の

掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度

への加入及び共済証紙 の購入･貼付 を促進すべきこと。 



新（改正案） 旧（現行） 
  ること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することによ

り、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙等の購入及び貼付又

は掛金充当を促進すべきこと。 

 ⑶ 略 
 
９ 契約担当者は、受注者が建退共制度へ未加入の場合は、理由を確認の上、

必要と認める場合は、加入及び共済証紙等の購入・貼付・掛金充当につい

ての指導を行うものとする。 

 

10 契約担当者は、受注者で相当の理由なくして共済証紙等を購入しないも

の又は正当な理由なく証紙を貼付等しないものについては、指名において

考慮できるものとする。 

 

11 受理した収納書は、工事台帳備考欄に証紙確認年月日を記入の上、工事

発注所管課等で保管するものとする。 

 

 

附 則 

 平成１１年４月１日から施行し、同日以降に入札公告等を行う建設工事か

ら適用する。 

 

附 則 

 平成２６年４月１日から施行し、同日以降に入札公告等を行う建設工事か

ら適用する。 

 

附 則 

 平成２７年４月１日から施行し、同日以降に入札公告等を行う建設工事か

ら適用する。 

 

附 則 

 令和６年４月１日から施行し、同日以降に入札公告等を行う建設工事から

適用する。 

 
 
 
 ⑶ 略 
 
９ 契約担当者は、受注者が建退共制度へ未加入の場合は、理由を確認の上、

必要と認める場合は、加入及び証紙の購入・貼付 についての指導を行う

ものとする。 

 

10  受注者で相当の理由なくして証紙を購入しないもの又は正当な理由な

く証紙を貼付等しないものについては、指名において考慮できるものとす

る。 

 

11 受理した発注者用掛金収納書は、建設業退職金共済制度証紙購入確認書

（別紙３）に貼付し、処理するとともに、工事台帳備考欄に証紙確認年月

日を記入の上、工事発注所管課等で保管するものとする。 
 

 


